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Ⅰ 策定の方針 

 この「北本市地域包括支援センター運営方針」は、介護保険法（平成9年法

律第123号。以下「法」という。）第115条の47第1項に基づき、地域包括支援

センター運営上の基本的な考え方や理念、業務推進の指針などを明確にすると

ともに、地域包括支援センター業務の円滑かつ効率的な実施及び適切、公正か

つ中立な運営に資することを目的として策定するものです。 

 

Ⅱ 地域包括支援センター設置の目的 

 地域包括支援センターは、市民の心身における健康の保持及び生活の安定の

ために必要な援助を行うとともに、地域の保健医療の向上及び福祉の推進を包

括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を一体的に実施する役割

を担う中核的機関として設置します。 

 

Ⅲ 事業の実施方針 

 １ 北本市の地域包括ケアシステムの構築方針 

  市は、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って自立した生活を継続し

て営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体

的に提供するための地域包括ケアシステムを構築します。 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの構築のための中核的な

機関として、行政はもとより、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、

自治会、地域コミュニティ、ボランティア、NPO等（以下「支援関係者等」

という。）とも連携を図りながらシステム構築に向けた支援を行います。 

 

２ 区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 

地域包括支援センターは、地域の住民や関係団体、サービス利用者や介護

サービス事業者等の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるととも

に、地域が抱える課題を把握し、地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な

事業運営を行います。 

 

３ 地域包括支援ネットワークの構築方針 

地域包括支援センターは、包括的支援事業を効果的に実施するために、地

域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサービ

ス等の様々な社会的資源が有機的に連携する多職種協働により構築される

「地域包括支援ネットワーク」の支援関係者等との連携に努めていきます。

（法第115条の46第7項） 
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また、生活支援体制整備事業において、設置される地域の多様な関係者の

参画による協議体に積極的に参加していくことを通じて、地域包括支援セン

ターが構築すべき地域包括支援ネットワークの充実につなげていきます。 

 

４ 第1号介護予防支援事業等の実施方針 

地域包括支援センターは、要支援者及び日常生活支援総合事業対象者に対

する介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれてい

る環境その他の状況に応じて、当事者の選択に基づき、訪問型サービス、通

所型サービス、その他の生活支援サービスのほか一般介護予防事業や市町村

の独自施策、民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者

等の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要

な援助を行うものとします。 

また、指定居宅介護支援事業者に上記の業務を委託する場合には、特定の

事業者に偏らないよう配慮します。 

 

５ 介護支援専門員に対する支援及び指導の実施方針 

地域包括支援センターは、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員が、介

護保険法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを実

践できるよう、専門的な見地から、日常的業務の相談に応じるとともに、支

援困難ケースについては、具体的な支援方針を検討しながら助言・指導を行

います。 

 

６ 地域ケア会議の運営方針 

包括的・継続的ケアマネジメント支援の効果的な実施のため、地域ケア個

別会議と地域ケア推進会議からなる地域ケア会議を開催します。 

地域包括支援センターは、地域ケア個別会議を主催し、個別ケースの検討

を通して、事業者間の連携強化や介護の質の向上等を図り、多職種による地

域課題の把握や問題解決、地域包括支援ネットワークの構築を進め、サービ

ス利用者の自立支援やQOLの向上を図ります。 

また、市と共に地域ケア推進会議を主催し、個人で解決できない課題を多

職種協働で解決し、そのノウハウの蓄積や課題の共有によって、地域づく

り・資源開発・政策形成等を行い、それらを個人の支援充実につなげ、地域

包括ケアを推進します。 

 

７ 北本市との連携方針 

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談に応じつつ、適切に保

健福祉の推進が図れるよう市の関係部局と連携し、相談支援等を行うものと

します。 
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また、市とセンターは定期的に連絡部会を開催するとともに、随時、様々

な関係機関と連携し、地域包括支援ネットワークを構築します。 

 

８ 公正性及び中立性確保のための方針 

地域包括支援センターは、介護保険法及び各種法制度を遵守し、公正かつ

中立な事業運営を行います。 

また、市が主催する地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援セ

ンターが提出する毎年度の事業計画や収支予算、収支決算等事業報告書をも

とに意見を述べ、公正かつ中立な事業運営を確保します。 

 

９ その他の方針 

その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要である

と判断されたものについては、方針として掲げます。 

 

Ⅳ 運営方針 

１ 事業計画の策定 

地域包括支援センターは、地域の実情に応じて必要となる重点課題・重点

目標を設定し、各地域での特色ある創意工夫した事業運営に努めるものとし

ます。 

 

２ 職員体制 

地域包括支援センターは、圏域の実情に応じて、業務に支障が生じることの

ないよう、原則として以下の職種の職員について必要人数を配置します。 

しかしながら、介護保険法施行規則の改正（令和６年３月２９日厚生労働

省令６１号）に伴い、地域包括支援センター運営協議会で必要と認める場

合は、常勤換算方法による配置ができることとします。 

 

（１）配置基準 

①保健師または、これに準ずる者１名以上 

②社会福祉士または、これに準ずる者１名以上 

③主任介護支援専門員または、これに準ずる者１名以上 

④その他介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務従事者 

 

（２）常勤換算方法 

 地域包括支援センターの各３職種の非常勤職員勤務延時間数を常勤職員が

勤務すべき時間数で除することにより、職員数に換算する方法。 

 



5 

 

３ 職員の姿勢 

地域包括支援センターは、地域に暮らす高齢者が住み慣れた環境で自分ら

しい生活を継続させるための支援であることを念頭に置き、常に当事者に最

善の利益を図るために業務を遂行します。 

また、専門性の維持向上を目的に、研修や講演会に積極的に参加し、各職

員が学んだ知識及び技術については全職員に周知し、地域包括支援センター

全体のスキルアップに努めるとともに、地域の介護支援専門員に情報提供等

を行います。 

 

４ 地域との連携 

地域包括支援センターは、地域ケア会議や地域密着型サービスの運営推進

会議その他地域における高齢者に関する勉強会等の出席又は実施により、支

援関係者等と「顔の見える関係」を構築するよう努めます。 

また、構築された関係を通じて、地域の要支援高齢者や安否確認等に関す

る情報を収集し、問題の早期発見及び対応に努めます。 

 

５ 権利擁護に係る支援 

地域包括支援センターは、認知症等により判断能力の低下が見られる場 

合には成年後見制度や福祉サービス利用援助事業等を活用し、人権への配慮

に基づいた高齢者の意思表示や自己決定の支援を行います。 

高齢者虐待やセルフネグレクト等で命の危険性がある場合には、法的な根

拠に基づき、市と連携して緊急に危険回避のための対応を行い、予防的な支

援に努め、問題の早期発見・早期介入に努めます。 

 

６ 個人情報の保護 

地域包括支援センターは、個人情報の取り扱いについて、「北本市個人情

報の保護に関する法律施行条例」に基づき、管理を徹底するとともに、守秘

義務を遵守します。 

 

７ 広報活動 

地域包括支援センターの業務を適切に実施していくため、また、業務への

理解と協力を得るために、パンフレットを様々な場所や機関へ配布する等、

地域住民及び関係者へ積極的に広報するものとします。 

 

８ 苦情対応 

地域包括支援センターは、その業務に関する苦情を受けた場合は、その内

容及び対応等を記録します。また、市とも共有し、相談・報告等適切に対応

するものとします。 
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９ 緊急時の対応 

地域包括支援センターは、開設時間外においても、緊急時に連絡が取れる

よう連絡体制を整備します。 

 

10 その他 

地域包括支援センターは、一般財団法人長寿社会開発センターの発行する

地域包括支援センター運営マニュアルを参考に業務に取組みます。 


